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3 重点課題に対する考え方
前章に示した２１世紀初頭の交通政策の考え方を踏まえ、かつ、第１章に示した課題

に対処するため、以下の課題に重点的に取り組み、各項目に示した提言について、有効
性を確認しつつ、その具体化を図るべきである。

「クルマ社会」からの脱皮�

�

1
既に見たとおり、自動車は、その利便性の高さによって、旅客交通、物流の両分野で急速に利用が進み、今や国

民生活や経済の諸活動にとって不可欠の存在となり、いわゆるクルマ社会が形成されている。

自動車の有する高い利便性は大量輸送機関では代替することが困難であり、その利用の拡大は国民のモビリテ

ィを拡大するものとして積極的に評価される。自動車は、我が国の交通システムの主役としてますます重要な役

割を担うこととなる。

しかしながら、自動車の利用には、不可避的な要素として環境問題、交通事故、道路交通混雑といった負の側

面が伴う。これらの問題は、とりわけ都市圏において顕著であり、マナーが悪い運転者による違法駐車等は、この

ような負の側面を一層顕在化させてきた。これまではこうした負の側面に対し根本的な対策がなされないままに

自動車の利用が進んできたが、経済優先から生活の豊かさを重視する時代を迎える今、このようなクルマ社会に

これ以上手をこまねくことは許されない。

このため、自動車が人々の生活を脅かすことなく、真に豊かな生活をもたらすものとなるよう、その利用状況

や利用に伴う影響を絶えず点検し、自動車交通の負の側面の是正策を果敢に講じることにより、安心感がある新

しい交通システムを実現すること（「クルマ社会」からの脱皮）が必要である。

我々は、現在のクルマ社会においては、全ての人々が直接・間接の加害者であると同時に被害者でもあること

を正しく認識しなければならない。２１世紀初頭における個人を基礎とした新しい社会においては、社会の構成員

に相互に了解される「公」の概念が不可欠であるが、ここに示す新しい交通システムの実現は、このような「公」の

概念の形成の一つの証と言えるのではないか。

このような考え方から、本答申では、以下の提言を行うこととする。

我が国の１９９６年の人口１００人当たり自動車台数はドイツ、フランス、イギリスよりも多く、いわゆるクルマ社会が

形成されています。

自動車の普及状況
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（出典）運輸省監修「数字で見る自動車２０００」より作成
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①都市と交通の改造

人口の大半が居住し、経済活動の大部分が営まれている都市のあり方は、我が国の経済活動や国民生活に係

る諸活動のあり方と密接に関連している。交通は、このような都市を形作る主要な要素であるとともに、逆に、

都市の構造によってそのあり方を規定される存在であるため、都市と交通は、整合性を確保しつつ一体的に整

備されなくてはならない。

このため、都市政策と交通政策とが連携し、ＴＯＤ１５の発想に立って限られた都市空間を高度利用し、都市機

能の適正配置と都市内交通の充実とを一体的に進める「都市と交通の改造」を推進し、自動車に過度に依存しな

い都市と交通を実現する必要がある。

（提言）

地方公共団体は、地域における合意形成や関係機関との調整を図りつつ、各地域の実情に応じて以下のよ

うな施策を組み合わせた「都市と交通の改造」に関する計画を策定し、その推進を図る。国は、このような地

方公共団体の取り組みに関する指針を示すとともに、制度、技術等の面から多面的な支援を行う。

（都市機能の適正配置）

・環状道路やバイパスの整備と物流拠点の適正配置による通過交通の都心部への流入の回避

・交通ターミナルやその周辺の空間の高度利用と公共・福祉サービスや居住といった多様な都市機能の集積

の促進

・まちの中核的な交通動線へのバス、ＬＲＴ１６等の専用空間を有する公共交通軸の設定

・踏切道の連続立体交差化　等

「都市と交通の改造」や環境自動車、先進安全自動車の普及等により、道路交通混雑や環境問題、交通事故といっ

た自動車交通の負の側面を大幅に是正することを目指します。また、需要にきめ細かく対応できる新しい自動車交

通サービスの展開を図ります。

これにより、自動車が人々の生活を脅かすことなく、真に豊かな生活をもたらす安心感がある新しい交通システ

ムの実現を目指します。

〈都市と交通の改造〉 〈自動車交通のグリーン化〉

〈自動車交通サービスの多様化〉 〈自動車交通の安全性の向上〉

「クルマ社会」からの脱皮　－より良いクルマ社会と都市公共交通－
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（公共交通や徒歩・自転車利用への転換）

・公共交通軸上を走行するバス、ＬＲＴ１６等による多頻度で定時性や速達性に優れた公共交通サービスの提供

と利用の促進

・交通のバリアフリー化・ユニバーサル化１７

・交通ターミナルの改良等によるバス、タクシー乗り場の確保、携帯情報端末等を通じた乗り換え情報の提

供の充実等による乗り換え利便性の向上、汎用電子乗車券の導入の促進等のシームレス施策

・幅の広く障害物の少ない歩道・自転車道や駐輪場の整備による徒歩・自転車利用の促進　等

低床型の車両で高齢者等にも利用しやすく、加速・

減速時の騒音や振動が少ない等の優れた特性を有する

次世代型の軌道系中量輸送機関です。

床面を３５cm程度（通常は９０cm程度でツーステッ

プ）まで下げて乗降口のステップ（階段）をなくしてい

るバス車両です。利用者が容易に乗降することができ

ます。

ＬＲＴ(ライト・レール・トランジット)

都市と交通の改造　－コンパクトなまちづくり －

ノンステップ・バス

平成１１年６月から導入された広島電鉄のＬＲＴ車両
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障害者対応型エレベータの例 ピクトグラムの例

視覚障害者誘導用ブロック�

乗場�
ボタン�

ガラス窓を設ける（非常時に�
内部の状況を確認するため）。�

鏡（車いす利用者が後退して�
　　降りる場合の後方確認用）�

専用副操作盤�

手すり�

専用主操作盤�

操作盤�

男子�
Men

鉄道 / 鉄道駅�
Railways / Railway station

女子�
Women

エスカレーター�
Escalator

バス / バスのりば�
Bus / Bus stop

エレベーター�
Elevator

ユニバーサル化
近年、「ユニバーサル・デザイン」という言葉を良く耳にするようになりました。これは、身体障害者や高齢

者を含む、全ての人が利用できるように最初から意図して、機器、建築、身の回りの生活空間などをデザイ

ンすることを意味する用語で、このような考え方に基づき改善を行うことを「ユニバーサル化」と呼びます。

類語として「バリアフリー化」がありますが、「バリアフリー化」が「障害がある人が社会生活を営む上で障壁

（バリア）となるものを除去すること」を意味するのに対し、「ユニバーサル化」は「年齢、身体的能力等を問わ

ず、全ての人にとって利用しやすいものにすること」を意味します。

従来、高齢者や身体障害者はしばしば「交通弱者」として特別視されてきましたが、今後は、高齢化の進展

により、２０１５年には４人に１人、２０５０年には約３人に１人が高齢者の時代を迎え、高齢者にとっても利用し

やすい交通の実現は、時代の当然の要請となっています。同時に、高齢者にとって利用しやすい施設は、当

然のことながら全ての人にとって利用しやすい施設でもあるはずで、そのような施設を積極的に採用してい

くことが望ましいと考えられます。

都市と交通の改造　－便利で快適な都市交通－

コラム
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（自動車の利用調整等）

・レーン規制、ロードプライシング、カーシェアリング等による自動車の利用調整

・郊外の自宅への業務用自動車の持ち帰りの抑制

・都市内共同配送の促進による走行車両台数の削減

・トラックベイ、荷捌き場の整備、ＥＴＣ１８の導入等による自動車交通の円滑化

・道路交通情報の提供による交通量の時間的・空間的平準化　等

TDM（交通需要マネジメント）の推進

自家用車からバスに転換すると、１人当たり
CO2排出量は▲６割。�

増便、値下げ（１００円バス）等�

福岡の天神地区では、トラックの台数・走行距離・
駐車回数▲７割。�

共同集配の事業化等�

走行速度が２０→４０km/hなら、NOX、PMとも
に排出量▲３割。�

例：環境ロードプライシング�
（ETCを利用して有料道路の料金差を�
  設け、交通流を転換）�

ETC車載器の装着等�

例えばCNGバス・トラックなら、NOXは▲７～９割、
PMは▲１０割。�

環境自動車の導入、軽油の低硫黄化等�

TDM実証実験を行い自動
車交通を調整する都市で、
このような実験事業の補
助を開始。�
（国・地域・事業者が実験�
  費用を各１／３負担。）�

　　　・警　　察�
　　　・道路行政�
　　　・都市行政�
　　　・運輸行政�
が連携して支援し、他地域
にも成果を普及。�

公共交通のサービス�
水準を向上�

都市内物流�
を効率化�

環境自動車を�
計画的に導入�

自動車交通の�
流れを転換�

②自動車交通のグリーン化

ア）京都議定書の定める温室効果ガス削減目標を達成するとともに、大気汚染等の地域環境問題の解決に向け

て、自動車から排出される二酸化炭素（ＣＯ２）、窒素酸化物（ＮＯｘ）、粒子状物質（ＰＭ）等を削減するため、自

動車交通を環境に優しい交通システムに転換する必要がある。このため、特に大きな効果が期待される自動

車単体対策の強化を図るとともに、「都市と交通の改造」等による環境負荷の少ない交通システムの実現等に

取り組む必要がある。

また、自動車騒音問題については、一層きめ細かな騒音源対策や騒音低減装置の性能維持対策を進める

とともに、道路構造対策、交通流対策も含めた総合的な対策として推進する必要がある。
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（提言）

以下のような政策パッケージである「自動車交通のグリーン化１９」を総合的に実施する。

・環境自動車２０の開発・普及と「自動車税制のグリーン化」による促進

・ＴＤＭ８手法を通じた都市交通システムの効率化

・都市部における環状道路、バイパス等の整備や踏切の立体交差化の推進、駐車対策の強化等による道路交

通渋滞対策の推進

・自動車ＮＯｘ法の改正によるＮＯｘ、ＰＭ対策の強化

・ディーゼル車からの排出ガス改善のため硫黄分の少ない軽油を導入する「自動車燃料のグリーン化」

・特殊自動車（建設機械(クレーン車等)、産業機械(フォークリフト等)、農業機械(トラクター等)）の排出ガス

規制の導入　等

１．環境自動車（環境負荷の小さい自動車）を購入した場合は軽課、環境負荷の大きい古い型式の自動車に対

しては重課

２．自動車税の重軽課は、軽課と重課とがバランスする税収中立で設定

運輸政策審議会答申第２０号の政策提言を受け、運輸省、通商産業省、環境庁の３省庁が共同で自動車税制のグリ

ーン化に関する要望を行い、平成１３年度税制改正で以下のような内容の自動車税制のグリーン化が実現する運びと

なりました。

自動車税制のグリーン化

（出典）運輸省資料

１．自動車税の重軽課

軽課

約２２０億円

・低公害車 ５０％軽減（２年間）
・☆☆☆かつ低燃料車 ５０％軽減（２年間）
（☆☆☆は、排出ガスが最新規制値の１/４以下の自動車）

・☆☆かつ低燃料車 ２５％軽減（２年間）
（☆☆は、排出ガスが最新規制値の１/２以下の自動車）

・☆かつ低燃料車　概ね１３％軽減（２年間）
（☆は、排出ガスが最新規制値の３/４以下の自動車）

重課

約２２０億円

・１１年超ディーゼル車 １０％の重課

・１３年超ガソリン車 １０％の重課

※一般乗合用バス、低公害車は除く。

※この他、低公害車特例等の延長措置あり

（１）ディーゼル車の廃車代替 （２）低燃費車特例

２．自動車取得税の軽減

軽課 軽課
・旧型ディーゼル車を廃車して取得する最
新規制適合車

NOX法特定地域内 ２.３％の軽減
（営業用 ３％→０.７％ 自家用 ５％→２.７％）

NOX法特定地域外 ０.５％の軽減

・対象を☆以上かつ低燃費車の取得とした
上で、１年延長
（☆以上は、排出ガスが最新数値の３/４以下の
自動車）

課税標準：取得価格から３０万円を控除
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イ）気候変動枠組条約は「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温

室効果ガスの濃度を安定化させる」ことを究極の目的としている。このため、同条約の第一約束期間（２００８

年から２０１２年）以降さらに厳しい温室効果ガスの削減が求められる可能性が高い。このような状況を踏まえ、

既存の施策に加え、さらなる施策を講じる必要があり、現在、化石燃料の使用に伴う二酸化炭素の排出を抑

制する観点から、各方面で燃料課税としての炭素税（環境税）の創設が検討されている。

炭素税については、今後、持続可能な社会の発展、汚染者負担の原則（ＰＰＰ）等の観点を踏まえ、導入に

向けた検討を進めることが必要である。その際、税収を二酸化炭素排出削減に資する施策に用いること、特

定の分野・業種にのみ負担を求める制度とならないよう配慮すること等の点について勘案することが適当で

ある。

③自動車交通の安全性の向上

２１世紀初頭の国民生活の脅威とも言うべき「新たな交通戦争」の拡大を防ぐため、様々な角度から交通事故の

情報を分析し、その背後にある要因を解明するとともに、先進技術を駆使しながら、従来は技術的に困難であっ

た分野においても対策を推進することなどにより、自動車交通安全対策の強化を図る必要がある。

特に、近年のＩＴの発達によりその実現可能性が大きく拡大しているアクティブ・セーフティ（事故未然防止対策）

の分野において、対策の強化を図る必要がある。具体的には、事故原因の多くを占める運転者の認知の遅れ、判

断・操作の誤り等（ヒューマン・エラー）の減少を図るとともに、ヒューマン・エラーが発生した場合にもそれが大

きな事故につながる可能性を極力低減する。また、歩行中や自転車利用中の死者数が他の先進国と比べ多いこと

から、人と車両の空間的分離を図るための幅が広く障害物の少ない歩道や自転車道の整備も必須である。

さらに、パッシブ・セーフティー（万一事故が発生した場合の被害軽減対策）の分野においては、衝突時に乗員

を保護するための車両構造対策に加え、衝突した相手の安全についても配慮した対策を進める必要がある。具体

的には、事故時の傷害発生要因を分析することにより、自動車同士の衝突において、相対的に大きな車両の加害

性を低減することなどにより相対的に小さな車両の乗員の保護を図る「コンパティビリティ」（共存性）の考え方に

基づく対策や、歩行者と衝突した場合の加害性を低減する対策等が必要である。

しかし、これらの対策によっても全ての事故を未然に防止することはできないため、これらの対策に併せ、交通

事故被害者の救済対策についても充実を図る必要がある。

環境自動車の開発・普及 平成元年規制車と最新規制車の比較
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（出典）運輸省資料
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（提言）

自動車交通の安全性の向上を図るため、以下の政策を推進する。

・事故情報や危険情報の官民による収集・分析・活用体制の充実と自動車交通安全対策サイクル２１の好循環

化の推進

・自動車の予防安全性能や事故回避性能等の向上のための先進安全自動車（ＡＳＶ２２）等の技術開発の促進

・事故時の弱者側の被害を軽減するための車両構造の改善の推進

・自動車アセスメント制度２３の試験・評価方法と評価事項の充実

・幅が広く障害物の少ない歩道、自転車道の整備

・事業用自動車に係る運行管理制度の強化

・適正な保険金支払いの確保、重度後遺障害者やその家族に対する救済策の拡充等の推進　等

先進安全自動車(ＡＳＶ)
IT（情報技術）等の先進技術を駆使して、先進安全自

動車（Advanced Safety Vehicle）の開発が進めら

れています。

（例）

自動車アセスメント制度
自動車アセスメント制度は、自動車の安全性を車種毎に評価し、その結果をユーザーに提供することにより、ユー

ザーが安全な車選びをしやすい環境を整えるとともに、自動車メーカーによるより安全な自動車の開発を促進する

ための制度であり、その充実が期待されています。

〈公表情報の例〉

試験車�

乗用車A　　年　月～発売�

　　○○自動車株式会社�
●重量　／　kg　●総排気量　cc�
全長×全幅×全高　　　×　　　×　　　mm�
5ドア・5名・AT・FF�
タイヤ：155/80R13 BS B-391

同等の性能�
を有する車�試験実�

施年度�

1999年�
頭：567�
胸：596

衝突後の�
燃料漏れ�

乗員傷害�

運転者席�

前面衝突安全性能試験結果（時速55km）�

助手席� 運転者席�
救出性�

ドアの開扉性�
助手席�

頭：563�
胸：388

コンパティビリティ
「コンパティビリティ」とは、クルマの衝突安全

性に関する思想の一つを表す言葉であり、「共存性」

と訳されます。道路上には大小様々な自動車が走

行していますが、重量の異なる自動車相互の事故

では、相手方の自動車がより大型であるほど、よ

り小型の自動車側の被害が大きいことが知られて

います。このため、小型の自動車の乗員を保護す

るために、大型の自動車を衝撃を吸収しやすいよ

うに設計するコンパティビリティの考え方が提唱

されるようになりました。同様に、相手側の安全

を考慮するという考え方から、歩行者の衝突を検

知し作動する歩行者保護のためのエアバッグや、

歩行者を保護する車両構造や形状の研究も進めら

れています。

我が国では歩行中や自転車利用中の死者数が他

の先進国と比べ多いことや、環境に優しい軽自動

車の保有割合が高いことが目立っています。この

ため、コンパティビリティや歩行者保護の考え方

は極めて重要です。

コラム

ドライバ危険状態警報システム

死角事故回避システム

ハンドル操作や車両・運転者の挙動等から居眠り運転・酒
酔い運転を検知し、音声等で警報します。さらに必要なら、
香りやシートの振動等で刺激を与えます。

発進時、交差点における右左折時などに死角部の二輪
車・歩行者等の存在を探知し、危険を判断し、車両が制
動や操舵を行います。
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④自動車交通サービスの多様化

大量輸送機関を利用し難い分野において、需要にきめ細かく対応できる新しい自動車交通サービスの展開を

図る必要がある。

ア）都市圏１、地方圏１を通じて、介護を必要とする高齢者等が増加する中で、福祉タクシー等によるスペシャ

ル・トランスポート・サービス（ＳＴＳ）に対するニーズが大幅に増加することは確実であり、同サービスが適

切なサービス水準で、各地域の特性に応じて効率的かつ安定的に供給される必要がある。

（提言）

スペシャル・トランスポート・サービスに関し、交通政策と福祉政策との連携のあり方や国と地方公共団体

等との役割分担を整理し、それぞれの役割に応じて、福祉タクシー等による同サービスの発達のための環境

整備を図る。

この一環として、車両の仕様の標準化による車両価格の低減やＩＴの活用による運行効率の向上等を図る。

イ）地方圏のうち公共交通が確保されていない地域においては、マイカーを利用できない者のモビリティの確

保のため、スクールバス、福祉バス等の多面的活用やコミュニティー内の相互扶助の考え方に基づくモビリ

ティの確保を図る必要がある。

福祉タクシー
車いすや寝台のままでも乗車できる特別な仕様のタ

クシーに対するニーズが高まっています。

リフト付き車両（車イスのままでも楽々移動）

生活交通の確保
地域の実状や住民のニーズに応じた適切な輸送形態が選択されることが必要です。

デマンドバス
バス停の呼び出しボタンを押せば、最寄りのバスが

素早く到着します。
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⑤観光地の交通の円滑化
マイカーの集中的な乗り入れにより道路交通混雑、環境問題等が発生している観光地について、個別の事情に

応じた交通の円滑化等の対策を検討する必要がある。

（提言）
主要な観光地におけるマイカーの利用状況等を調査し、マイカーの集中的な乗り入れにより交通問題が発
生している観光地に関して、地方公共団体、環境関係団体、警察等との間で地域の事情に応じた適切な交通
規制を含むＴＤＭ８施策について協議する仕組みを構築する。

環境との調和と安全の確保�2
環境との調和と安全の確保を図るため、規制的措置だけではなく、経済的措置や自主的な取り組みの促進等を
含め、様々な方策をその特性を活かして組み合わせること（ポリシー・ミックス）により、以下のような取り組みを
進める必要がある。

①環境問題への対応と循環型社会の構築
ア）自動車に関し、（１）②「自動車交通のグリーン化１９」に掲げられた政策を推進するとともに、他の輸送機器の
単体対策の強化やモーダルシフト対策、海洋汚染対策等を推進する必要がある。

（提言）
環境問題に対応するため、以下の政策を推進する。

・スーパーエコシップ１２の技術開発・実用化、海上ハイウェイネットワーク１３や海のＩＴＳ１４の構築等を通じた
「海上輸送の新生」
・大規模な油流出事故による海洋汚染防止のための大型油回収船等の防除資機材の整備、国際協調による事
故防止体制の強化
・地球環境観測体制の強化
・船舶からの排出ガス対策、航空機及び新幹線の騒音対策

旅客輸送機関の二酸化炭素排出原単位

（g-C/人キロ）�
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9

7

自家用乗用車�

乗合バス�

貸切バス�

フェリー�

航空�

鉄道�

新幹線�

地下鉄�

路面電車�

新交通システム�

10 200 30 40 50

１人を１km運ぶのに排出する二酸化炭素の比較�

（出典）地球温暖化問題への国内対策に関する関係審議会合同会議資料

複合一貫輸送体系の構築
効果事例

（出典）運輸省資料


